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年
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月
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衆
議
院
議
員
小

忠
君
提
出
昭
和
二
十
五
年
産
い
も
類
の
取
扱
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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一 

 



四 

二
十
五
年
産
い
も
類
の
政
府
買
入
措
置
は
従
来
の
生
産
者
に
対
す
る
供
出
割
当
と
消
費
者
に
対
す
る
配
給
統
制
を
骨
子

と
す
る
食
糧
管
理
体
制
の
将
来
に
お
け
る
変
更
過
程
に
お
い
て
農
家
経
済
の
被
る
打
撃
を
緩
和
せ
ん
と
す
る
た
め
の
経
過

的
措
置
で
あ
る
か
ら
、
政
府
買
入
価
格
に
つ
い
て
も
漸
次
自
由
経
済
の
場
合
の
農
産
物
価
格
の
在
り
方
を
考
慮
し
て
決
定

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

三 

政
府
買
入
数
量
は
お
説
の
通
り
綜
合
配
給
用
に
充
当
す
る
方
針
で
あ
る
。 

一 

昭
和
二
十
五
年
産
い
も
類
の
政
府
買
入
は
予
算
の
範
囲
内
で
行
う
か
ら
甘
し
よ
二
億
七
千
万
貫
、
馬
鈴
し
よ
一
億
三
千

万
貫
「
以
上
」
と
し
て
無
制
限
に
買
入
れ
す
る
こ
と
は
国
の
予
算
の
現
状
に
お
い
て
は
、
実
現
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
上
記

数
量
の
範
囲
内
で
定
め
た
個
人
別
買
入
予
定
数
量
の
範
囲
内
で
は
生
産
者
の
売
渡
申
込
に
応
じ
て
政
府
買
入
を
行
う
方
針

で
あ
る
か
ら
上
記
数
量
の
「
以
内
」
で
も
い
も
作
農
家
の
経
営
安
定
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 

二 

二
十
五
年
度
食
糧
管
理
特
別
会
計
の
予
算
の
範
囲
内
で
買
入
れ
る
。 

衆
議
院
議
員
小

忠
君
提
出
昭
和
二
十
五
年
産
い
も
類
の
取
扱
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

四 

そ
の
具
体
的
措
置
に
つ
い
て
は
目
下
検
討
中
で
あ
る
。 

五 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
七
回
国
会
に
食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
の
改
正
を
含
め
食
糧
管
理
法
の
一
部
改
正
法
案
を
提
案
し

新
し
い
方
式
に
よ
る
い
も
類
の
政
府
買
入
を
定
め
る
方
針
で
あ
る
。
そ
の
場
合
政
府
買
入
の
根
拠
は
食
糧
管
理
法
に
よ
る

こ
と
に
な
る
。 

六 

二
十
五
年
産
種
馬
鈴
し
よ
の
取
扱
に
つ
い
て
は
従
来
の
方
法
を
変
更
す
る
方
針
で
具
体
的
措
置
を
研
究
中
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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